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第七管区海上保安本部はじめに

海洋情報部について



海上保安庁の組織

海上保安庁 （総務部、装備技術部のほか、以下の３部門で構成される）

警備救難部

（海難救助、治安確保）

海洋情報部
（海洋の科学的調査）

国土交通省

交通部

（交通の安全確保）

第七管区海上保安本部



本庁海洋情報部の組織 第七管区海上保安本部

•企画課
•技術・国際課総務系
•沿岸調査課
•大洋調査課調査系
•情報管理課
•情報利用推進課情報提供

大型測量船
430トン～4,000トン 計７隻



管区海洋情報部の組織 第七管区海上保安本部

管区本部
海洋情報部

監理課

海洋調査課
水路観測所

27ｍ型測量船 1隻
20ｍ型測量船 6隻

第五管区のみ

第十一管区は海洋情報監理課

第十一管区は海洋情報調査課

下里水路観測所
第五管区

第十一管区を除く

測量機（あおばずく）
第二管区



海洋情報部の主要業務 第七管区海上保安本部

・海洋の調査
・海図の作製
・航行警報などの発出
・海洋情報の提供



海洋の調査 第七管区海上保安本部

水深（海底地形）の調査

海流などの観測

潮汐の観測

潮汐や潮流の観測



海図の作製 第七管区海上保安本部

測量・観測した成果により海図を作製

令和３年６月刊行「宇部港」 令和３年８月刊行「日本及近海」

海図の編集



航行警報などの発出 第七管区海上保安本部

入手した情報を様々な媒体で船舶に提供



海洋情報の提供 第七管区海上保安本部

海上保安庁や他省庁などの
海洋情報を一元的に提供



第七管区海上保安本部

海上保安庁が刊行する



第七管区海上保安本部

海上保安庁は船舶が安全に航海で
きるよう、海図を作製しています。

海図の話の前に



第七管区海上保安本部陸の地図と海図の違い

地形図
（国土地理院刊行）

海図
（海上保安庁刊行）



第七管区海上保安本部陸の地図と海図の違い

一般図 主題図



陸の地図と海図の違い 第七管区海上保安本部

特定の分野に重点を置かず、地形、交通路、
集落などを平均的に描き表した地図
地形図、世界全図、日本全図など

一般図（General map）

主題図（Thamatic map）
特定の目的に重点を置いて描き表した地図
海図、航空図、地質図、人口図、
都市計画など



陸の地図と海図の違い 第七管区海上保安本部

地形図
・統一された縮尺
・統一された範囲

海図（主題図）と地形図（一般図）の縮尺・範囲

海図
海域毎に縮尺や範囲を設定



第七管区海上保安本部陸上と海上の違い

制限事項が分かる

行き先が
分かる

通行すべき
道が分かる

目標物（灯浮標）
は確認できるが

海の底は見えない

■陸上の道路の場合 ■海上の航路の場合



制限事項が分かる

行き先が
分かる

通行すべき
道が分かる

■陸上の道路の場合

第七管区海上保安本部

■海上の航路の場合

実は危険な
浅瀬が存在する

陸上と海上の違い



第七管区海上保安本部海図なしで航海すると

岩

海図がないと事故を起こす
可能性が高くなります︕



海図の特徴 第七管区海上保安本部

海図は条約、法令により備え付ける義務があります

ＳＯＬＡＳ条約(1974年の海上における人命の安全のための国際条約）

第19規則 航海装置及び航海機器の搭載要件

2 航海機器及び航海装置

2.1 その大きさに問わず全ての船舶は、次のもの
を備える。

2.1.4 計画のため、目的とする航海の船舶の航路
を表示し、その航海を通して海図に記入し、
各位置を監視するための海図及び航海用刊
行物



海図の特徴 第七管区海上保安本部

海図には航海に必要な様々な情報が記載されています

潮流・海流

航路等

障害物

航路標識

浅瀬

水深・底質



海上に出ている岩などは見えますが、
海面下の状況は見えません。

水深
5.5m

20m
等深線

特に浅い海域
を水色で強調

海図の特徴 第七管区海上保安本部



海図の特徴 第七管区海上保安本部

海図は国際的に統一された仕様で作製されています

関門海峡（日本の海図）

釜山（韓国の海図）

サンフランシスコ（米国の海図）

高雄（台湾の海図）



海図の特徴 第七管区海上保安本部

海図は船員の標準言語である英語が記載されています

地形図
（国土地理院刊行）



海図の特徴 第七管区海上保安本部

外国船がよく利用する港などは英語版海図を刊行
日本語、英語併記海図

日英の名称の
対照表



海図の特徴 第七管区海上保安本部

海図を最新状態にするための情報提供を行っています



海図の特徴 第七管区海上保安本部

修正前
海図の修正（船員が自ら海図を修正する）

港湾工事の情報



海図の特徴 第七管区海上保安本部

修正後
海図の修正（船員が自ら海図を修正する）

水路通報で修正



海洋権益確保のために 第七管区海上保安本部

【概念図】

領海･EEZの面積

国土面積
約38万km2

約447万km2
（国土面積の約12倍）

領海の面積
約43万km2
（内水を含む）



領海の幅は12海里
いったいどこから︖︖

※出典︓外務省ホームページ「国連海洋法条約と海域分類」

海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部



領海の幅は基線から12海里まで

※出典︓外務省ホームページ「国連海洋法条約と海域分類」

海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部

※１
通常の基線は､沿岸国が公認する
大縮尺海図に記載されている

海岸の低潮線･･･



山

最高水面

最低水面
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潮の満ち引き

【低潮線】
潮が引いた時の
海陸の境界線

平均水面

海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部

低潮線はどこにある︖



海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部

湾

港

領海の限界線

川

12M

本土又は島から
12海里以内

第６条
礁

第１２条
停泊地

第７条
直線基線

第５条
低潮線

第10条
湾

第１１条
港湾工作物

第１３条
低潮高地

国連海洋法条約



海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部

海洋調査体制の強化



海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部

大型測量船の増強
測量船「平洋」 (4，000t) 測量船「光洋」 (4，000t)

令和２年１月就役 令和３年３月就役



海洋権益の確保のために 第七管区海上保安本部

測量機の導入

測量機「あおばずく」

令和３年２月就役
航空機からのレーザー測量で
海岸線、低潮線を精密に調査



おわり 第七管区海上保安本部

海上保安庁海洋情報部は、前身の
兵部省海軍部水路局創設から
１５０周年を迎えました。
今後も、国民の安全安心、海洋権益
確保のため、海洋調査、海図の作製
を推進して参ります。


